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１ 趣旨

この要領は、「米子市議会ペーパーレス会議システム導入及び運用業務」の受託者の選定

及び委託契約の締結について規定するものである。

受託者の選定に当たっては、民間の高度な専門知識、ノウハウ等を活用した優れた提案

を得るために、公募型プロポーザル方式により決定する。この要領及び附属する文書の記

載事項は、企画提案参加者及び受託者が遵守すべき事項を定めたものであり、企画提案者

は、これらを理解した上で、企画提案に参加するものとする。

２ 委託業務の概要

⑴ 業務名

米子市議会ペーパーレス会議システム導入及び運用業務（以下「本業務」という。）

⑵ 業務概要

本業務は、市議会の円滑な議会運営と充実した議案審議を目指し、ペーパーレス会議

システム（以下「システム」という。）を導入し、及び運用するものである。

なお、詳細については、別に定める米子市議会ペーパーレス会議システム導入及び運

用業務仕様書（以下「仕様書」という。）を参照するものとする。

⑶ 業務期間

令和５年８月１日から令和９年６月３０日までとする。（４７か月）

ただし、別途調達するタブレット端末の納期が遅延した場合は、業務期間を変更でき

るものとする。

⑷ 提案上限額（令和５年８月分から令和９年６月分まで）

５，７９０，５４０円（消費税及び地方消費税の額を含む。）

【内訳】

・システム導入初期費用（初期設定、操作研修等を含む。）３６２，０４０円

・システム使用料 ５，４２８，５００円

※それぞれ上限額を超えてはならない。

※システム使用料は、クライアントユーザー数を１８２とし、令和５年８月１日から

令和９年６月３０日までの期間を対象とするものとする。

※上限額を超えて提出された提案については、「失格」とし、提案内容の評価は行わな

い。

３ 参加資格

本プロポーザルに参加することができる者は、次に掲げる要件をいずれも満たしている

者とする。

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者で

ないこと。

⑵ 破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法

（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。
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⑶ 参加申込書及び誓約書の提出日に、米子市指名競争入札に係る指名停止措置を受けて

いないこと。

⑷ 米子市暴力団排除条例（平成２３年米子市条例第２１号）第２条第１号に規定する暴

力団若しくは同条第２号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でない

こと。

⑸ 地方議会又は地方公共団体において同種業務の実績があること。

⑹ 国税及び地方税の滞納がないこと。

４ 担当部局

郵便番号６８３－８６８６

米子市加茂町一丁目１番地 米子市役所本庁舎５階

米子市議会事務局

電 話：０８５９－３２－０３０２

ＦＡＸ：０８５９－３５－６４６４

メール：gikai@city.yonago.lg.jp

ＵＲＬ：https://www.city.yonago.lg.jp/gikai/

５ 全体スケジュール

本プロポーザルにおける実施スケジュールは、次のとおりとする。

項 目 期 間 等 備 考

⑴ 公告 令和５年６月１４日（水） 米子市役所前の掲示場及び米

子市議会ホームページに掲示

⑵ 実施要領等の交付 令和５年６月１４日（水）か

ら同年６月２９日（木）まで

米子市議会事務局の窓口で直

接交付するとともに米子市議

会ホームページに掲示

⑶ 質問の受付 令和５年６月１４日（水）か

ら同年６月２０日（火）午後

５時１５分まで

質問書（様式１）

⑷ 参加申込書等の提出 令和５年６月２９日（木）午

後５時１５分まで

「８⑴提出書類」に記載のも

の

⑸ 企画提案書等の提出 令和５年７月６日（木）午後

５時１５分まで

「９⑴提出書類」に記載のも

の

⑹ プレゼンテーション

の実施

令和５年７月中旬 ７月１３日（木）又は７月１４

日（金）を予定（諸事情により

変更する場合がある。）

⑺ 最優秀提案者の決定

及び通知

令和５年７月下旬 郵送するとともに、米子市議

会ホームページにおいて公表

⑻ 契約交渉・契約 令和５年７月下旬
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６ 実施要領等の交付に関する事項

⑴ 交付期間

令和５年６月１４日（水）から同年６月２９日（木）まで

米子市の休日を定める条例（平成１７年米子市条例第４号）第２条第１項に規定する

市の休日（以下「米子市の休日」という。）を除く日の午前８時３０分から午後５時１５

分までとする。

⑵ 交付場所

４の担当部局

⑶ 交付方法

配布資料は、米子市議会ホームページ（https://www.city.yonago.lg.jp/gikai/）に

掲載するとともに、４の担当部局の窓口において直接交付する（米子市の休日を除く日

の午前８時３０分から午後５時１５分までとする。）。

７ 質問・回答に関する事項

⑴ 質問期間

令和５年６月１４日（水）から同年６月２０日（火）午後５時１５分までとする。

⑵ 提出方法

質問書（様式１）を４の担当部局に電子メールで送付する方法による。

⑶ 質問への回答

米子市議会ホームページに掲載する。

８ 参加申込書等の提出に関する事項

⑴ 提出書類

① 参加申込書（様式２）

② 誓約書（様式３）

③ 企業概要（様式４又は任意様式）

④ 同種業務実績確認書（様式５又は任意様式）

⑵ 提出部数

各１部

⑶ 提出先

４の担当部局

⑷ 提出期限

令和５年６月２９日（木）午後５時１５分まで

⑸ 提出方法

４の担当部局への直接持参（米子市の休日を除く。）又は郵送により提出するものとし、

郵送の場合は、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便のいずれかによる。ファクシミリ、

電子メール等での提出は、不可とする。

９ 企画提案書等の提出に関する事項
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⑴ 提出書類

① 企画提案書（様式６及び任意様式）

② 業務実施体制表（様式７）

③ 提案見積書（様式８）

④ 米子市議会ペーパーレス会議システム導入及び運用業務システム機能要件確認書

（別紙１）

⑵ 提出部数

提出書類①から④までの順序で製本し、インデックスを付けて提出すること。

・正本 １部（代表者印を押印したもの）

・副本 ５部（正本の写し）

⑶ 提出先

４の担当部局

⑷ 提出期限

令和５年７月６日（木）午後５時１５分まで

⑸ 提出方法

４の担当部局への直接持参（米子市の休日を除く。）又は郵送にて提出するものとし、

郵送の場合は、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便のいずれかによる。ファクシミリ、

電子メール等での提出は、不可とする。

⑹ 留意事項

・企画提案は、１提案者につき１提案とし、複数の提案による提出は、認めない。

・提出期限以降の企画提案書の差し替え及び再提出は、認めない。

・提案見積書に記載する金額には、消費税及び地方消費税相当額を含むものとし、税額

を記載すること。

１０ 企画提案書の作成に関する事項

企画提案書は、仕様書に示した内容について作成をするものとする。

なお、作成に当たっては、次に掲げる項目に留意しなければならない。

⑴ Ａ４判縦、横書き、左綴りの両面印刷によるものとする。

Ａ３判も可とするが、Ａ４判２ページ相当分として取り扱う。

⑵ 企画提案書の記載内容は、できる限り平易な用語を用い、やむを得ず専門用語等を使

用する場合は説明書きを付すこと。

⑶ 企画提案書の作成に当たっては、仕様書を熟読の上、作成しなければならない。

⑷ 提出された企画提案書等は、米子市情報公開条例（平成１７年米子市条例第２２号）

に基づく情報公開請求の対象となる。

１１ プレゼンテーションに関する事項

提案内容について、次のとおりプレゼンテーションを実施する。

⑴ 実施日

令和５年７月１３日（木）又は同年７月１４日（金）を予定。ただし、諸事情により
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変更する場合がある。

⑵ 実施場所

米子市役所本庁舎５階 議会会議室（予定）

⑶ 実施時間

１提案者につき４０分程度（プレゼンテーション３０分程度、質疑応答１０分程度）

とする。

⑷ 留意事項

実施日時等プレゼンテーションの具体的な内容等は、該当者に別途通知する。

１２ 選定方法等に関する事項

⑴ 選定方法

企画提案書の評価は、本市議会が定める構成員により組織された「米子市議会ペーパ

ーレス会議システム導入及び運用業務プロポーザル選定委員会（以下「選定委員会」と

いう。）」において行う。企画提案書及びプレゼンテーションの内容を「米子市議会ペー

パーレス会議システム導入及び運用業務評価基準（別紙２）」に基づき評価し、評価点の

合計が最も高い者を最優秀提案者として選定する。評価点の合計が同点の場合は、当日

出席した選考委員による協議で最優秀提案者を決定する。なお、委員全員の点数合計が

満点の２分の１に満たない場合は、選定の対象外とする。

⑵ 提案者が１者の場合

委員全員の点数合計が満点の２分の１以上で、かつ、選定委員会において実施要領及

び仕様書を満たすと判断した場合、当該提案者を最優秀提案者として選定する。

⑶ 結果の通知

令和５年７月下旬に郵送及び米子市議会ホームページにて公表する。

なお、選定経過及び結果に関する質問及び異議申立ては、一切受け付けない。

１３ 企画提案の失格又は無効に関する事項

⑴ 失格に関する事項

提案者が、選定委員又は関係者に企画提案に関する援助等を求めた場合、当該提案者

は、失格とする。

⑵ 無効に関する事項

次のいずれかに該当する企画提案は、無効とする。

① 参加に必要な資格要件がない者又は選定期間内に失効した者が行った企画提案

② 同一の企画提案者が行った２以上の企画提案

③ 虚偽の記載をした者が行った企画提案

④ 記載すべき内容の全部又は一部が記載されていない企画提案

⑤ 提案上限額を超えた企画提案

⑥ その他、実施要領等において示した事項等に違反した企画提案

１４ 契約等に関する事項
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⑴ 契約交渉

本市は、１２の選定の結果、最優秀提案者となった者と本業務の委託に関する契約交

渉を行う。ただし、最優秀提案者との契約交渉が整わない場合、次点の提案者と契約交

渉を行う。

⑵ 契約書

契約書は、別に定める。

１５ その他

⑴ 企画提案に係る費用等

企画提案書の作成及び提出、プレゼンテーションへの参加等に要する一切の費用は、

提案者の負担とする。また、企画提案書等の書類は、返却しない。

⑵ 提出書類の著作権等の取扱い

提出書類に含まれる著作物の著作権は、提案者に帰属する。ただし、選定結果の公表

等、本市は、本業務に関し必要と認める範囲において、当該書類等の全部又は一部を無

償で使用することができるものとする。

⑶ 使用する言語等

企画提案に使用する言語は日本語、通貨単位は日本円、単位は計量法（平成４年法律

第５１号）によるものとし、時刻は日本標準時とする。

⑷ 契約保証金

契約保証金は、免除する。

⑸ 選定又は契約の延期

天災その他やむを得ない理由により、本業務の受託者の選定又は委託契約を行うこと

ができないときは、延期する。なお、この場合において提案者に生じた損害は、全て提

案者の負担とする。

⑹ 辞退届の提出

参加申込書を提出した後、本プロポーザルの参加を辞退する場合は、辞退届（様式９）

を令和５年７月６日（木）までに４の担当部局へ直接持参（米子市の休日を除く。）又は

郵送により提出すること。


